
令和６年６月４日  

第 6向陽小学校体育施設利用団体 各位 

向日市教育委員会 生涯学習課  

 

地域住民の方から下記のとおりの報告がありましたので、連絡します。 

 利用団体の皆様におかれましては、今一度、次の注意事項の遵守について徹底いただきますようお願いしますとともに 

 改善されない場合は、利用を禁止する場合もありますのでご承知ください。 

 

 

！ 校門前の花壇付近に大きな缶の吸い殻入れが勝手に置かれ、吸い殻であふれている。 

                       敷地内禁煙 及び火気の使用は禁止です！ 

                吸い殻は持ち帰ってください。 

 

！ 畑にお菓子の食べカス、嚙んだ後のガムや空き袋が捨てられている 

 

                        ゴミの放置禁止（校内ゴミ箱の利用禁止） 

 

   

子どもたちは見ています。学校は子どもたちの大切なまなびの場であることを忘れないでください。  


